
Metasequoia製品使用許諾契約書 

 

Metasequoia製品使用許諾契約書（以下「本契約」といいます）は、株式会社セルシス（以

下「セルシス」といいます）が第 1条に定める本製品の使用を希望されるお客様（以下「ユ

ーザー」といいます）に対し提示し、同意いただくことにより締結される契約書です。な

お、本契約には、セルシスまたはセルシスが許諾を受けた本製品に含まれる技術等の権利

者が別途定めた特約、使用条件等も含まれます。セルシスは、本契約に同意されるユーザ

ーにのみ本製品の使用を許諾します。本契約に同意できない場合、ユーザーは本製品を使

用できません。 

ユーザーが本製品をインストールまたはこれに準じる行為を行った場合、セルシスは当該

ユーザーが本契約に同意したものとみなし、本契約が成立するものとします。 

 

製品使用許諾契約書 

■［ライセンス数］：1 

 

第 1条  定義 

本契約で使用する用語の定義は、以下に定めるとおりとします。 

(1) 本ソフトウェア 

本製品に含まれるコンピュータープログラム（セルシスが追加的に提供したアップデート

プログラムを含みます）をいいます。 

(2) 本製品 

本ソフトウェア、本ソフトウェアに付属する素材、3Dデータおよび画像等の電子データ（以

下総称して、「本素材」といい、セルシスが追加的に提供したものを含みます）ならびに本

ソフトウェアのマニュアル等本ソフトウェアに関連する資料すべて（以下総称して、「マニ

ュアル等」といいます）をいいます 

(3) インストール 

本ソフトウェアをコンピューターの記録媒体に記録し、実行することおよび/または本ソフ

トウェアを除く本製品をコンピューターに保存することをいいます。 

(4) CLIPサイト 

CLIPサイト（http://www.clip-studio.com/）は、セルシスが運営し提供する、マンガ、イ

ラスト、映像等の創作活動をサポートすることを目的としたウェブサイトをいいます。 

(5) シリアル登録 

本製品を使用するユーザーが、CLIP サイトにおいて本製品のシリアルナンバーを登録する

ことをいいます。登録は義務ではありませんが、登録した場合、セルシスが別途指定する

サービスを受けられることがあります。なお、シリアル登録をするためには、CLIP 会員登

録が必要です。 



 

第 2条 許諾 

1. 本製品の著作権その他一切の知的財産権は、セルシスまたはセルシスに対し適正に許諾

を与えた権利者に帰属します。セルシスは、以下の各条件をすべて満たす場合に限り、ユ

ーザーに対し、本製品を使用することを許諾します。 

(1) セルシスが認めた正規の方法で取得または購入した場合。  

(2) セルシスが正規の製品と認めた場合。 

2. 本契約で許諾した権利以外の本製品に関する権利について付与するものではありませ

ん。 

 

第 3条 ライセンス登録 

1. 本製品には、セルシスおよびその他の権利者の知的財産権を保護する目的でインターネ

ットを通じてライセンスを認証し、登録する（以下「ライセンス登録」といいます）技術

が使用されています。ユーザーは本製品のインストールおよび使用にあたり、ライセンス

登録を実行することに同意するものとします。 

2. セルシスは、ライセンス登録の処理にあたり、ライセンス登録に必要な情報（シリアル

ナンバーおよびコンピューターのハードウェア情報）を取得します。この際、セルシスは、

ユーザーを特定できる個人情報を収集しません。 

3. ユーザーは、初回起動後一定の期間内にライセンス登録を実行しない場合、本契約で許

諾された権利を行使できなくなることがあります。また、ユーザーがハードウェアおよび

ソフトウェアを含むコンピューターの構成を変更した場合、再度本製品のライセンス登録

を実行する必要があります。 

4. ライセンス登録を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要です（通

信等にかかる費用は、ユーザー負担となります）。 

5. ユーザーは、ライセンス登録をした本製品を、インストールしたコンピューターから削

除し、別のコンピューターにインストールする際、インターネットを通じて登録したライ

センスの情報を変更する必要があります。 

6. ユーザーは、自ら占有、管理するコンピューターの１台のみライセンス登録を実行する

ことができます。ただし、第 4 条第 2 項ただし書きの条件を満たす場合に限り、ユーザー

は、自ら占有、管理するコンピューターのうち 2 台までライセンス登録を実行することが

できます。 

 

第 4条 使用条件 

1. 本製品について、ユーザー自身（法人その他の団体の場合、特定の従業員 1名）だけが、

自ら占有、管理するコンピューター（以下「メインコンピューター」といいます）1台のみ

で使用できます。ただし、以下の各条件をすべて満たす場合に限り、ユーザーは自己の作



業を補助する者（以下「作業補助者」といいます）を指定して本製品を使用させることが

できます。 

(1) 本製品をメインコンピューターの 1台にのみインストールしていること。 

(2) 第 5条各号に規定された禁止事項に反しないように本製品を使用させること。 

2. 本製品について、ユーザーは、メインコンピューターのみインストールできます。ただ

し、以下の各条件をすべて満たす場合に限り、ユーザーは自ら占有、管理する他のコンピ

ューター（以下「サブコンピューター」といいます）の 1 台に限り、本製品をインストー

ルできます。すなわち、当該条件のもと、ユーザーは本製品をメインコンピューター、サ

ブコンピューター合わせて 2台までインストールすることができます。 

(1) 本製品の使用者をユーザー自身（法人その他の団体の場合、特定の従業員 1 名）とユ

ーザーが指定する作業補助者 1名に限定していること。 

(2) 本製品を同時に使用しないこと。 

3. ユーザーは、本ソフトウェアが独立した複数のソフトウェアで構成される場合において

も、これらを分離して第三者に使用させることはできません。 

4. セルシスは、ユーザーが正式なライセンスを持っていることを確認するため、ライセン

ス登録に基づき、インターネットを通じて、定期的にライセンス認証を行います。 

5. ユーザーは、本製品を日本国内においてのみ使用できます。  

6. セルシスは、本製品について、CLIPサイトまたはマニュアル等に別途使用条件を定める

場合があります。この場合、ユーザーは、当該使用条件を遵守するものとします。 

 

第 5条 禁止事項 

ユーザーが以下の行為を行うことを禁止します。 

(1) 本製品の全部または一部をセルシスの許諾を得ずに複製する行為。 

(2) 本製品の全部または一部を再使用許諾、公衆送信（たとえば、ホームページ等を通じ

て公表すること、および送信可能化の状態も含みます。以下も同様です）、貸与、レンタル、

疑似レンタル等する行為。 

(3) 本製品の一部を譲渡する行為。 

(4) 本ソフトウェアに含まれるコンピュータープログラムの改変およびリバースエンジニ

アリング等の本ソフトウェアを解析する行為。 

(5) 第三者に対し、ネットワーク（インターネットを含みますが、これに限られません）

を経由して、本ソフトウェアを使用させるまたは本ソフトウェアの機能を利用した処理、

サービスを提供する行為。 

(6) セルシスがユーザーや本製品を識別するためにユーザーに提供したシリアルナンバー

等の情報を、第三者に開示、提供する行為。ただし、本契約が認める範囲に限り、ユーザ

ーが指定する作業補助者にシリアルナンバーを開示、提供できます。 

(7) 複数の者の間で、本製品を同時に使用する行為。 



(8) 共有可能なシステムにおいて本製品を使用する行為。 

(9) 本製品を第三者に有償で使用させる行為または本製品を商用サービスに組み込む行為。 

(10) 権利保護等を目的として本製品に予め設定された技術的な制限を解除、無効化する行

為、当該行為の方法を公開する行為または設定された技術的な制限を解除、無効化するこ

とにより本製品を複製、改変（加工、変形等を含みますが、これらに限りません。以下「改

変等」といいます）、再使用許諾、公衆送信、譲渡、貸与、使用等する行為。 

(11) 本製品を公序良俗または法令に違反する目的で使用する行為。 

(12) その他、セルシスもしくは第三者の知的財産権その他の権利を侵害する、または侵害

する可能性のある行為。 

 

第 6条 譲渡 

1. ユーザーは、第 5 条に違反しない限りにおいて、本製品（本ソフトウェアを使用する権

利を含みます）を第三者に譲渡することができます。ただし、本ソフトウェアのアップグ

レードを行ったユーザーが、アップグレード前の本製品を第三者に譲渡することはできま

せん。 

2. 本製品の譲渡人であるユーザーは、当該譲渡前に、本製品をインストールしたすべての

コンピューターからこれを完全に削除しなければなりません。 

3. 本製品の譲受人は、本製品の所有権および本契約に関する権利義務のすべてを承継する

ものとします。セルシスは、本製品の譲受人に対し、本契約に同意の上で譲受人が本製品

を使用することを許諾します。 

4. 譲受人であるユーザーもまた、譲渡人であるユーザー同様にシリアル登録をすることが

できます。ただし、シリアル登録をすることによりセルシスから受けることのできるサー

ビスについて、譲受人であるユーザーは受けられない場合があることを予め承諾するもの

とします。 

5. 本製品の譲渡は、本契約に従って、すべて当事者間の責任で行うものとします。セルシ

スは一切関与せず、また一切責任を負いません。 

 

第 7条 保証 

1. セルシスは、本製品がユーザーの特定の使用目的に適合するものであることを保証しま

せん。本製品の導入について、ユーザーは、自らの責任で判断するものとします。 

2. ユーザーは、本製品に瑕疵があった場合（動作保証対象外の特定のハードウェアまたは

ソフトウェアに起因する本ソフトウェアの動作不具合を除きます）、セルシスの判断に基づ

き、瑕疵の程度に応じて交換もしくは修補プログラム等の提供、解決方法の案内または代

金の返還等を受けることができます。 

3. 本契約に基づきセルシスが負う責任の範囲は、ユーザーが本製品を購入するために実際

に支払った金額（CLIP サイトの月額利用サービスに基づき本製品を使用する場合、ユーザ



ーが本製品を使用するために過去 1 年間に実際に支払った金額とします）を超えないもの

とします。ただし、セルシスに故意または重過失がある場合は、この限りではありません。 

4. セルシスは、本ソフトウェアの機能に付随して利用できる各種情報、ソフトウェアおよ

びサービスをインターネット経由でユーザーに無償（ただし、通信等にかかる費用はユー

ザー負担とします）にて提供することがあります。セルシスは、このような情報、ソフト

ウェアおよびサービスについて、完全性、正確性、有用性およびインターネットの安全性、

通信の安定性を含む一切の保証を行いません。また、セルシスは、ユーザーの承諾なくこ

れらの提供を中断または終了できます。 

 

第 8条 本契約の解約、解除 

1. ユーザーが CLIP サイトの月額利用サービス（以下「月額利用サービス」といいます）

を通じて本製品を使用している場合において、以下のいずれかに該当するとき、本契約は

終了します。 

(1) ユーザーが CLIP 会員を退会したとき。 

(2) ユーザーが本製品に関する月額利用サービスを解約したとき。 

2. セルシスは、ユーザーが以下のいずれかに該当するとき、本契約を解除することができ

ます。 

(1) 本契約に違反したとき。 

(2) CLIP利用規約、月額利用サービス規約およびその他諸規定に違反したとき。 

(3) 本製品の購入代金または月額利用サービスの月額利用料金の支払いを怠ったとき。 

 

第 9条 本契約の終了 

本契約が終了した場合、ユーザーは速やかに自己の負担で本製品の使用を中止し、本製品

をインストールしたすべてのコンピューターからこれを完全に削除しなければなりません。 

 

第 10条 損害賠償 

ユーザーが本契約に違反し、またはユーザーの故意もしくは過失によりセルシスに損害が

生じた場合、セルシスは、当該損害の賠償請求、その他法的措置をとることがあります。 

 

第 11条 その他 

1. 本契約の解釈は日本法に準拠するものとします。また、本契約に関する紛争は、東京地

方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

2. ユーザーは、本製品の使用にあたり、著作権法、輸出規制関連法を含む各種関連法令を

遵守するものとします。 

3．第 5条、第 6条、第 7条、第 9条、第 10条、第 11条の規定は、本契約終了後も効力を

有するものとします。 
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■プリインストール版、バンドル版に関する特約 

ユーザーは、コンピューターその他の機器にプリインストールまたはバンドルされた本製

品を使用する場合、当該機器においてのみ使用できます。プリインストール版およびバン

ドル版について、第 3 条第 6 項ただし書き、第 4 条第 2 項ただし書きおよび第 6 条は適用

されません。 

 

■月額利用サービスの利用に関する特約 

1. 月額利用サービスを通じて本製品を利用している場合、月額利用サービス規約に定める

「シリアル進呈特約」の特典が付与されるまで、第 6条は適用されません。 

2. 月額利用サービスを通じて本製品を利用している場合、月額利用サービス規約に定める

「シリアル進呈特約」の特典が付与されるまで、本製品を転売できません。 

3. 月額利用サービス規約に基づき本製品を使用する場合において、月額利用サービス規約

と本契約が抵触するときは、月額利用サービス規約が優先的に適用されます。 

 

■期間限定ライセンス版に関する特約 

ユーザーは、セルシスが別途定める手続きに従い、CLIP サイトにおいて期間限定ライセン

ス版のシリアルナンバー発行を申し込んだ日から起算して、当該期間限定ライセンス版に

定められたライセンス期間が満了するまでの間、本製品を使用できます。期間限定ライセ

ンス版のシリアルナンバー発行を申し込むには、ユーザーは CLIP会員登録が必要です。期

間限定ライセンス版について、第 3 条第 6 項ただし書き、第 4 条第 2 項ただし書きおよび

第 6条は適用されません。 

 

■バージョンアップ版・優待版・アップグレード版に関する特約 

1. 別途セルシスが指定する対象製品（以下「対象製品」といいます）のユーザーが、バー

ジョンアップ版、優待版またはアップグレード版の使用を希望する場合、当該ユーザーは、

セルシスとの間で本契約を締結しなければなりません。 

2. ユーザーがバージョンアップ版またはアップグレード版を使用する場合、対象製品がイ

ンストールされているコンピューターにのみ、これをインストールできます。 

3. セルシスが特に規定した場合を除き、ユーザーは、対象製品 1ライセンスにつき本製品

1ライセンスの許諾を受けられます。 

 

■体験版に関する特約 



1. ユーザーは、本製品を機能の一部が制限された体験版として使用できます。 

2. 前項にかかわらず、ユーザーは、インターネットを通じて本製品の体験版のライセンス

を認証し、登録（以下「試用登録」といいます）を行うことで、セルシスが別途定める一

定期間に限り、本製品を機能の制限無く使用できます。 

3. 前二項の本製品の体験版について、第 3条、第 4条第 1項ただし書きおよび第 2項ただ

し書き、第 6条ならびに第 7条第 2項は適用されません。 

4. ユーザーが、試用登録を行った本製品の体験版に、セルシスが有償で提供している本製

品のシリアルナンバーを入力した場合、以降当該体験版のライセンスは使用できません。 

 

■サンプルデータについて 

本製品を使用して制作した作品例（以下「サンプル」といいます）が収録または同梱され

ている場合、サンプルの著作権は、セルシスまたはセルシスに対し適正に許諾を与えた第

三者に帰属します。ユーザーは、サンプルについて、法令上認められる範囲を超えて、権

利者の事前の許諾なく使用（複製、改変等、再使用許諾、公衆送信、頒布、譲渡、貸与等

を含みますが、これらに限りません）できません。 
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■Metasequoia について 

Metasequoia に関するすべての著作権は株式会社テトラフェイスが保持しており、株式会

社セルシスは株式会社テトラフェイスから許諾を受け、提供しています。 

 

■プログラムアイコンについて 

プログラムのアイコンは山崎冬弥氏により作成いただきました。 

 

■boolean.dll について 

プラグインとして収録されている「ブーリアン」は bomber 氏が開発を行い、著作権ならび

に全ての知的財産権を保有します。本プラグインは株式会社テトラフェイスにより開発さ

れた Metasequoia に組み込み、Metasequoia の使用許諾契約と同じ条件でユーザーへの使

用許諾を行います。 

 

■mlibjpg.dllについて 

 This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.  

 

■python22.dllについて 



 Python 2.2.3 for Win32-JP 

-------------------------------------- 

 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation 

for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright 

notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission 

notice appear in supporting documentation, and that the name of Atsuo Ishimoto not 

be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without 

specific, written prior permission.  

 

ATSUO ISHIMOTO DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NOEVENT SHALL ATSUO ISHIMOTO 

BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER 

RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, 

NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE 

OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.  

 

 

PSF LICENSE AGREEMENT FOR PYTHON 2.2.3 

-------------------------------------- 

 

1. This LICENSE AGREEMENT is between the Python Software Foundation ("PSF"), and the 

Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using Python 2.2.3 

software in source or binary form and its associated documentation. 

2. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, PSF hereby grants 

Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce, analyze, test, 

perform and/or display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise 

use Python 2.2.3 alone or in any derivative version, provided, however, that PSF's 

License Agreement and PSF's notice of copyright, i.e., "Copyright (c) 2001, 2002, 

2003 Python Software Foundation; All Rights Reserved" are retained in Python 2.2.3 

alone or in any derivative version prepared by Licensee. 

3. In the event Licensee prepares a derivative work that is based on or incorporates 

Python 2.2.3 or any part thereof, and wants to make the derivative work available 

to others as provided herein, then Licensee hereby agrees to include in any such work 

a brief summary of the changes made to Python 2.2.3. 

4. PSF is making Python 2.2.3 available to Licensee on an "AS IS" basis.  PSF MAKES 



NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.  BY WAY OF EXAMPLE, BUT NOT 

LIMITATION, PSF MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF 

MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF PYTHON 2.2.3 

WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS. 

5. PSF SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF PYTHON 2.2.3 FOR ANY 

INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS ASA RESULT OF MODIFYING, 

DISTRIBUTING, OR OTHERWISE USING PYTHON 2.2.3, OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF 

ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF. 

6. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its 

terms and conditions. 

7. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of 

agency, partnership, or joint venture between PSF and Licensee.  This License 

Agreement does not grant permission to use PSF trademarks or trade name in a trademark 

sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third party. 

8. By copying, installing or otherwise using Python 2.2.3, Licensee agrees to be bound 

by the terms and conditions of this License Agreement. 

 

■OpenNLについて 

Copyright (c) 2004-2010, Bruno Levy 

All rights reserved. 

 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 

permitted provided that the following conditions are met: 

 

    * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this 

list of conditions and the following disclaimer. 

    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 

list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 

materials provided with the distribution. 

    * Neither the name of the ALICE Project-Team nor the names of its contributors 

may be used to endorse or promote products derived from this software without specific 

prior written permission. 

 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 



SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 

ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

DAMAGE. 

 

■SuperLUについて 

Copyright (c) 2003, The Regents of the University of California, through Lawrence 

Berkeley National Laboratory (subject to receipt of any required approvals from U.S. 

Dept. of Energy)  

 

All rights reserved.  

 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 

permitted provided that the following conditions are met:  

 

(1) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 

of conditions and the following disclaimer.  

(2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 

list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 

materials provided with the distribution.  

(3) Neither the name of Lawrence Berkeley National Laboratory, U.S. Dept. of Energy 

nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived 

from this software without specific prior written permission. 

 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 

SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 

ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 



DAMAGE.  
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